
（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

【福祉部】

新

１ 支え合いの地域づくり 41,577 41,577 １ 支え合いまちづくり推進事業費 ３，９６０万円

関連事業費 国庫 26,400 国庫 26,400

一財 15,177 一財 15,177 子どもから高齢者まで支援が必要な地域住民に対し

て、ニーズの把握からきめ細やかな対応ができる体制を

総合的に整備する市町村に補助する。

・補助基準額 １市町村当たり６６０万円以内

・補助対象数 ８市町村

・補 助 期 間 原則として１年間（１年延長可）

○実施主体：市町村

負担区分：国1/2・県1/4・市町村1/4

２ 共助の仕組み推進事業費 １９７万７千円

【審査の考え方】 共助の仕組みを全県的に拡大するために、アドバイザー

誰もが安心・安全に生活できるように共助の仕組み の派遣や共助の仕組み仕掛け人の養成研修といった支援

を整備する必要性を認め、必要額を措置した。 を行う。

・立ち上げ支援 １３７万円

共助の仕組み立ち上げ支援のため、アドバイザーを市

町村へ派遣する。

・共助仕掛け人養成研修 ６０万７千円

共助の仕組みを中心になって動かす仕掛け人の発掘・

養成を行う。

福祉部

－ １ ー



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

２ 特別養護老人ホーム 2,455,296 1,800,300 1,800,300 21年度新規着工見込み数（政令市等分含む） 646床

整備関連事業費 県債2,455,000 県債1,800,000 県債1,800,000

一財 296 一財 300 一財 300 １ 特別養護老人ホーム等整備促進事業費 18億30万円

【審査の考え方】 （１）ユニット型整備分 9億3,560万円

高齢者の介護基盤である特別養護老人ホームにつ ・20年度からの継続分（3施設340床） 7億9,880万円

いて、積極的に整備する必要があるため、新たに646 ・21年度着工分（3施設198床） 1億3,680万円

床を整備することとし、要求額を措置した。

また、老朽化施設について、居室環境等を改善す （２）従来型・混合型整備分 3億3,810万円

る必要性を認め、要求額を措置した。 ・20年度からの継続分（1施設70床） 1億9,644万円

・21年度着工分（3施設190床） 1億4,166万円

〈県費補助額〉

・施設創設 300万円／床

・施設増床 216万円／床

・短期入所施設 43万円／床

・設備整備 補助率１／２

（整備最終年度に1施設当たり2,500万円を限度）

新・改修増床 補助率１／２（100万円／床を限度）

増築を伴わず、施設内部の改修によって増床する

場合の補助

福祉部

－ ２ －



あ（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

３ 超重症心身障害児 9,600 9,600 医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障害児に対す

短期入所等促進 一財 9,600 一財 9,600 る支援の充実のための事業を実施する。

事業費

１ 短期入所促進事業 ３８４万円

短期入所を医療機関が受け入れた場合に、短期入所報

酬と入院診療報酬との差額を支給する市町村に補助す

る。

・補助基準額 ２万円／日

※入院診療報酬と短期入所報酬との差額

・負担割合 県１／２・市町村１／２

２ 日中一時支援促進事業 ５７６万円

【審査の考え方】 看護師等の専門スタッフを配置した事業所において日

医療的ケアを必要とする在宅の超重症心身障害児 中一時支援事業を行った市町村に補助する。

に対する支援を充実させる必要性を認め、必要額を

措置した。 ・補助基準額 １万円／日

※入院診療報酬の１／２を目途に日中一時支援事業委

託料との差額

・負担割合 県１／２・市町村１／２

○超重症心身障害児とは

重症心身障害児のうち呼吸管理面や食事機能面などで医

療や介護の必要性が高い障害児（推計１２５人）

福祉部

－ ３ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

４ 在宅重度心身障害者 1,980,934 2,000,520 2,000,520 在宅の重度障害者の精神的、経済的負担の軽減を図るた

手当支給費 一財 1,980,934 一財 2,000,520 一財 2,000,520 め、手当を支給する市町村に対し、補助金を交付する。

１ 支給対象者

・身体障害者手帳（１、２級）所持者

・療育手帳（Ａ、Ａ）所持者

・精神障害者保健福祉手帳（１級）所持者

・超重症心身障害児 等

２ 支給制限

・特別障害者手当、障害児福祉手当等を受給している場合

・施設に入所している場合

・前年の所得により、住民税を課税されている場合

・６５歳以上で新規に障害者手帳を取得した場合

※ 部分は平成２２年１月から実施

【審査の考え方】

精神障害者保健福祉手帳（１級）所持者及び超重症 ３ 支給人数

心身障害児を支給対象に加え、65歳以上の新規取得者 １ヶ月あたり平均６６，６８４人

を支給対象外にする必要性を認め、要求額を措置した。

４ 補助基本額

５，０００円／人・月（県１／２、市町村１／２）

福祉部

－ ４ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

５ 国際児童年３０周年、 19,237 19,237 親が自分の子育てにより深く関わっていくよう意識改革

児童の権利宣言 一財 19,237 一財 19,237 を促すとともに、子どもの考える力、感じる力をはぐくむ

５０周年事業費 というメッセージを発信する。

１ 記念特別事業の実施 １，３５０万円

（１）「こどもの城」周辺の整備

１，１００万円

こども動物自然公園内にある「こどもの城」（国際児

童年記念館）の周辺に、親子のふれあいや子どもが様

々な体験や遊びのできる施設を整備する。

（２）所沢航空記念公園における記念事業 ２５０万円

航空発祥記念館の料金を引き下げ、あわせて記念イ

【審査の考え方】 ベントを開催する。

国際児童年３０周年、児童の権利宣言５０周年に記

念事業を行う必要性を認め、要求額を措置した。 ２ 親子ふれあい大会の実施 ５７３万７千円

「こどもの城」で親子ふれあい大会を開催する。

・パパ・ママ応援ショップ協賛店の出店

・どんぐり拾い大会の開催 等

福祉部

－ ５ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

６ 保育所・幼稚園の 33,000 33,000 保育所・幼稚園における親の養育力向上のための支援を

親支援事業費 一財 33,000 一財 33,000 強化し、豊かな子育て・親育ちを実現する。

１ 親支援推進事業 ３，０５０万円

すべての保育所・幼稚園で親支援の取組が導入される

ように各私立保育所、私立幼稚園に親支援推進員を配置

し、親支援に関する業務を行うための経費を初年度に限

り助成する。

○下記に係る費用を補助する。 ２，７００万円

・保護者の保育参加促進

・地域の人材の開拓及び活用

【審査の考え方】 ・小学校との連携を強化

保育園・幼稚園における親の養育力を向上させる必 ※補助基本額：１０万円（県１０／１０）

要性を認め、必要額を措置した。 ○親支援推進員を対象にした研修の実施及び

優良事例集の作成 ３５０万円

※事例集の配付にあたっては教育局、学事課から情報

を収集する。

２ 保育内容の向上・幼保連携推進事業 ２５０万円

・保育所や幼稚園における保育の専門性を高めるための

研修の実施

福祉部

－ ６ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

７ 重症心身障害児等 19,489 19,489 済生会川口乳児院に在宅医療を必要とする重症心身障害

乳児院受入体制 一財 19,489 一財 19,489 児等の受入体制（４床）を整備する。

整備事業費 １ 済生会川口乳児院への看護師の加配

１，７００万４千円

看護師２４時間常置体制を整備するため、看護師４名

分の人件費を補助する。

２ 在宅医療に必要な医療機器の整備 １４０万２千円

３ 済生会川口乳児院の４床が満床の場合の支援

５４万４千円

済生会川口乳児院の重症心身障害児等用の４床が満床

の場合に、重症心身障害児等を受け入れた他の乳児院に

【審査の考え方】 対し、措置費の病虚弱児加算の県負担分相当額を補助す

在宅医療を必要とする重症心身障害者等を乳児院に る。

受け入れる体制を整備する必要性を認め、必要額を措

置した。 ４ 小児専門医療機関とのネットワーク化 ５３万９千円

高度医療が必要となった乳児の引受けのネットワーク

を構築するため、関係機関による調整会議を開催する。

○済生会川口乳児院の概要

・設置主体 社会福祉法人恩賜財団済生会埼玉県支部

・開設年月日 昭和５４年４月１日

・定員 ３０名

・関連施設 済生会川口総合病院

済生会川口看護専門学校

福祉部

－ ７ －



（単位：千円）

事 業 名 前年度予算額 要 求 額 審 査 額 摘 要

新

８ 児童相談所整備 37,263 405,001 405,001 １ 児童相談体制強化整備費 ３，１００万円

関連事業費 県債 33,000 国庫 19,755 国庫 19,755 ６か所の児童相談所のうち、最大の管轄人口を抱えて

一財 4,263 県債 353,000 県債 353,000 いる越谷児童相談所の支所を設置する。

一財 32,246 一財 32,246

・設置場所 現在の越谷保健所草加分室の土地・建物の

一部を活用

・管轄区域 草加市、八潮市、三郷市、吉川市

・開設時期 平成２２年４月１日

※福祉保健総合センター・保健所の再編と同時期

２ 南児童相談所移転・一時保護所棟整備費（２か年継続

事業第１年次） ３億７，４００万１千円

さいたま市に設置されている南児童相談所を管轄区域

内の川口市に移転し、あわせて一時保護所を設置する。

【審査の考え方】

児童虐待の早期対応等を図るため、越谷児童相談所 ・移 転 先 川口市芝下（旧工業技術センター敷地内）

の支所、南児童相談所及び一時保護所棟を設置する必 ・定 員 ３０人(一時保護所)

要性を認め、必要額を措置した。 ・建 設 費 約９億３，２００万円

※進捗率は第１年次４０％、第２年次６０％

・開設時期 平成２３年３月

福祉部

－ ８ －


